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　 情報ひろば
行方市の人口

総　数　34,042 人（－ 39）

　男　　17,000 人（－ 16）

　女　　17,042 人（－ 23）

世帯数　13,001 世帯（＋２）

令和２年７月１日現在
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市役所　開庁時間

平日（月曜～金曜）

　午前８時 30 分

～午後５時 15 分　

※ 休日窓口業務については、　

お問い合わせください。

行方市公式ツイッター
つぶやき中！

市政情報、イベント情報や緊急情報など、

行方市の情報を幅広くつぶやきます。

【問】政策推進室　☎ 0299-72-0811茨城県神栖市大野原4-7-11

弁護士　瀧    　智英（茨城県弁護士会所属）

弁護士　谷本　雅晃（茨城県弁護士会所属）

問合せ  ０２９９-９１-１１７１

神栖・鹿島セントラル法律事務所
秘密厳守・夜間対応可

借 金 の 整 理

鹿島セントラルビル新館５階

不 動 産 ・ 建 築

金 銭 問 題破 産 過 払 金

各種民事・家事事件

相  続離  婚

広
告

この期間中のごみの収集は、次のとおりです。

※ ごみは収集日の朝８時までに集積所へ出してください。

※ごみ袋の口をしっかり縛って出してください。

※「紙類の資源ごみ」は各地区のストックヤードへ搬入してください。

　▶８月 15 日（土）・16 日（日）8：00 ～ 17：00

8 月 10 日から 8 月 15 日までのごみの収集について

【問い合わせ】環境課（北浦庁舎）　　　　☎ 0291-35-2111
　　　　　　　行方市環境美化センター　　☎ 0299-72-1853

　お盆前後は、環境美化センターが大変混み合います。環境美化セン

ターへのごみの持ち込みは、早めにお願いします。

　また、13 日（木）～ 16 日（日）は環境美化センター休業日となるため、

ごみの持ち込みはできませんのでご注意ください。

８月 10日（月・山の日）
麻生地区の燃えるごみ・資源ごみ収集日
美化センター休業日

８月 11日（火） 玉造地区の燃えるごみ・資源ごみ収集日

８月 12日（水） 北浦地区の燃えるごみ・資源ごみ収集日

８月 13日（木）
麻生地区の燃えるごみ・資源ごみ収集日
美化センター休業日

８月 14日（金）
玉造地区の燃えるごみ・資源ごみ収集日
美化センター休業日

８月 15日（土）
北浦地区の燃えるごみ・資源ごみ収集日
美化センター休業日

　排水設備工事の設計および施工管理について、直接責任を負う者の認定をします。

▶試験日時　10 月 26 日（月） 午後１時 30 分～

▶試験会場　ホテルマロウド筑波（土浦市城北町 2-24）

▶申込方法　８月 18 日（火）までに、下記までお申し込みください。

　※受験資格については、下記までお問い合わせください。

【問い合わせ・申し込み】

　下水道課（玉造庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

令和 2 年度  排水設備主任技術者資格試験
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　市では、茨城県の「森林湖沼環境税」を活用し、生活に身近な平地林・里山林の整備・保全を推進しています。お近くに、

手入れの必要な山林などがありましたら、ご相談ください。

▶事業の対象条件

　①民有林または事業実施後に森林となることが確実な区域であって、地域の環境保全に寄与する区域

　② 市と森林所有者等において、10 年間の森林の転用禁止などを定めた森林保全管理協定が締結されることが確実な

区域

　③区域面積がおおむね 0.05ha（500㎡）以上の区域

▶整備の例

　・平地林・里山林の整理伐等整備

　・通学道路沿いの森林整備

　・森林に侵入する竹の駆除

　・有害鳥獣（イノシシ）対策としての里山林整備　等

▶申込方法　８月 31 日（月）までに、下記までお申し込みください。

【問い合わせ・申し込み】農林水産課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

令和 2 年度  身近なみどり整備推進事業の募集

行方警察署生活安全課からのお知らせ


